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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成22年８月13日に提出いたしました第34期第１四半期（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30

日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報

告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

　(2)　新株予約権等の状況

　　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　　

第一部　【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】

　(2)　【新株予約権等の状況】

　　（訂正前）　

　　　（略）

(注)１　新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるも

のとします。

　
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

1

　 分割・併合の比率

　　

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

　

　 　 　 　
既発行株式数

　 新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

調整後
＝
調整前

×
＋ １株当たり時価

払込金額 払込金額 既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

　

上記算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数としま

す。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。

　　　（略）
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　　（訂正後）

　　　（略）

(注)１　新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるもの

とする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

　

また、上記の他、下記に定める行使価額の調整理由が生じた場合にも新株予約権につき、調整後株式数に調整

後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の行使によ

り発行される株式の数は適切に調整されるものとする。

　なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整により新株予約権の行

使により発行される株式の数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。

　また、これらの端数処理については、その後に生じた株式数の調整事由に基づく株式数の調整に当たり、かか

る端数を調整前株式数に適切に反映した上で、調整後株式数を算出するものとする。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算出方法

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株

式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に新株予約権１個当たりの株式数を乗じた額とする。

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日における名古屋証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、これにより生じた１円未満の端数はこれを切り上げる。た

だし、その価額が新株予約権の割当日の終値（割当日の終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下

回る場合は、当該終値とする。なお、当初行使価額計算期間内又は新株予約権の割当日に下記に定める行使価額

の調整事由が生じた場合には、当初の行使価額は下記に定める行使価額の調整の趣旨を必要かつ合理的な範囲

内で当社が適当と判断する値に決定される。

　新株予約権の割当日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

　
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

1

　 分割・併合の比率

　　

　また、新株予約権の割当日後に、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式に

より行使価額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権を発行する場合

についても、これに準じて行使価額は調整されるものとする。

　なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控

除した数をいうものとする。

　

　 　 　 　
既発行株式数

　 新規発行又は処分株式数×１株当たりの払込金額又は処分額

調整後
＝
調整前

×
＋ １株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

　

　また、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額は適切に調

整されるものとする。

　　　（略）
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